
公益財団法人

「森林環境教育・森林ＥＳＤ」「緑の少年団」推進全国セミナー

森林インストラクターの育成と一体となった「森林学習等支援事業」

公益財団法人かながわトラストみどり財団

みどり森林課 豊丸敏秋



公益財団法人
財団の事業体系

かながわトラストみどり財団事業体系

機関誌、パンフレット等による広報

ホームページの充実

自然観察会等の開催

緑化協力金制度の運営

緑地保存契約の締結

トラスト緑地の保全

市町村等の緑地保全への支援

トラスト緑地活動団体への支援

みどりの実践団体の育成

地域の緑化活動の推進

樹木の配布

緑の募金の実施
森林づくり、緑化推進
緑の少年団の育成
緑化運動コンクールの実施
（公社）国土緑化推進機構等からの協力事業



公益財団法人
県民参加の森林づくり



公益財団法人

○小・中・高校生の森林学習等支援
学校単位で森林学習や森林づくり体験活動を行うための支援（３０年度実績 ２６校 ２，７２９名）

森林づくり
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○事業の流れ
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公益財団法人

森林学習等支援事業実施のプロセス

問い合わせ

• 実施日２か
月以前

助成申請書・派遣
要請書の提出

• 実施日２か月前

通知書・回答書
の通知

• 下見・打合せ
前まで

下見・打合せ

• 実施日の１週
間前

学
習
活
動
実
施
日
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公益財団法人

○森林インストラクターの育成
・森林インストラクターの養成や派遣
多様な活動メニューに対応するために指導者として森林インストラクターを養成し、資質向上研修を行うととも

に財団が主催する活動のほか各種団体・学校等が実施する森林活動や森林学習への指導者として派遣する。
現在までの認定人数は４９７名（2年間の養成研修）で、年間の派遣要請は延べ1,000名強の実績

養成講座救急法講習会

ブラッシュアップ間伐研修

県民参加の森林づくり
作業指導

養成講座の主な内容
・講座日数 ： ２年間で講義、実技 30日間
（養成講座、県民参加の森林づくり活動、森林探訪）

・３０年度 ～ １６期生３５名を養成中

インストラクター養成
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○神奈川県森林インストラクターの養成

１ 目的 ： 神奈川県が定める「神奈川県森林インストラクター認定要綱に基づき」都市住民をはじめとする
県民等を対象として、森林・林業・緑地等の普及啓発を図るための森林インストラクターの養成を行
う。

２ 受講資格 ： ・神奈川県内に在住又は勤務する、20歳以上の健康な者
・「インストラクター」として認定後は、 「財団」や県・市町村、企業・団体、学校等からの活動
要請をＮＰＯ法人かながわ森林インストラクターの会が 取りまとめるため同会に入会し、
森林整備等の指導者として活動する意志のある者。
・森林・林業・緑地等に関心があり、ある程度の知識や野外活動の経験を有する者。
・ 「財団」の活動に理解と賛同を得られる方で、財団の「みどりのトラスト会員」であるか、開講
期間中に会員（年会費2,000円）となる意志のある者。

３ 受講者選考 ： ・第1次 申込書、小論文（800字程度）
・第2次 面接

４ 養成講座回数： ・1年次 １４回
・２年次 １０回
・この期間内に財団が主催する「県民参加の森林づくり活動」等への参加 ６回
計 ３０回 期間９月～翌年１１月

５ インストラクター認定 ： 計３０回の８割以上の出席し、かつ 指導員としての知識、技術及び熱意があると
認められた者であること。



公益財団法人● みどりのトラスト会員 公益財団法人
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○用具の貸出し
森林づくり活動を推進するために財団で管理している用具の貸出しを実施

貸出団体 ： 企業・活動団体・学校・市町村等
用 具 ： ヘルメット（1,800）、唐鍬（250）、下刈り鎌（1,300）、枝打用ノコギリ（750）、

竹挽用ノコギリ（300）、間伐用ノコギリ（550）等 （2018年9月現在）
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